
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人弁護士西橋儀三郎の上告理由第一点、第二点について。

　登記の抹消請求は、現在の登記名義人を被告としてなすべく、登記名義人でない

国に対するこれが訴は不適法である旨、並びに、農地所有権の移転後移転登記未経

由の間に登記簿上の所有名義人を所有者としてなされた農地買收処分は当然無効と

解すべきではない旨（当裁判所大法廷判決民事判例集一二巻六号九二六頁以下参照）

の原判決（並びにその是認引用する第一審判決）の各判断は、いずれもこれを正当

として是認することができる。されば、所論は、違憲をいうが、結局右に反する独

自の見解に帰し、採ることができない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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